
 

 

 

様式第十三（第４条関係） 

 

新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表 

 

 

    

１．確認の求めを行った年月日 

  令和４年１月２１日 

 

２．回答を行った年月日 

  令和４年２月１６日 

 

３．新事業活動に係る事業の概要 

   照会者は、全国各地の人手不足に悩む事業者と、地域の人々との交流に興味がある旅行者

等を、募集情報の提供、雇用契約締結のサポート及び賃金・報酬支払に関するサービス提

供等により繋ぐオンラインプラットフォームを運営する。従来のいわゆるスキマバイトア

プリ等とは、使用者側での食事や宿泊先の無償提供や、地域の人々との交流時間の確保を

推奨するなどにより、地方各地への旅行に合わせて現地の人と触れ合いながら就業体験を

行うことができるという点で差別化を図るものである。 

 

＜使用者と労働者のマッチングまで＞ 

① 使用者が照会者サービスプラットフォーム（以下「本サービス」という。）上に労働条件

などの募集情報を掲載 

② 労働者が募集に応募 

③ 使用者が応募情報を確認後、採用を決定（雇用契約内容の提示） 

④ 労働者が条件を最終確認し、合意を成立させる（雇用契約の締結） 

 

＜労働期間中から終了後＞ 

⑤ 使用者が労働者に労働内容の指揮命令を行う。 

⑥ 労働者が指揮命令に従って労働力を提供する（本サービス上で労働者及び使用者の双方が

業務の開始・終了・休憩時間の確認を行う機能を実装）。 

⑦ 照会者及び使用者は、本サービス利用規約により予め賃金の支払委託に関する基本合意を

行い、使用者はこれに基づき、労働者との雇用契約に基づく賃金を、毎月１日から末日ま

でで計算し、その労働者への支払を本サービス上で照会者に委託する。具体的には、労働

者に対して支払う当月分の賃金の支払明細書に記載すべき事項について、本サービス上で

翌月末日までに照会者に提供する。 

⑧ 照会者は、⑦の使用者の委託に基づき、当月分の賃金を翌月末日（休日に当たる場合は前

営業日）に、事前に立替用として作成された照会者の銀行口座から労働者の指定する銀行

口座に振り込んで支払う（振込名義人を使用者とする）。また、使用者は、照会者が労働

者に支払う当月分の賃金相当額を、同日までに照会者の指定する銀行口座に振り込む方法

により支払う。 

 

※ 照会者が使用者の委託に基づき労働者に賃金の支払を実施して、賃金が労働者の手に渡る

までの間、使用者の労働者に対する賃金支払義務は消滅しない。 

※  労働者はいかなる手数料も負担しない。 

※  賃金の支払い状況については、本サービス上で、労働者はどの使用者からいくらが支払わ

れたのか確認することができ、使用者はどの労働者にいくら支払ったのか確認することが

できる。 

  



 

 

 

４．確認の求めの内容 

本サービスを利用して行う労働者への賃金支払い方法が、労働基準法第２４条第１項が定め

る直接払いの原則に違反しないものであることの確認。 

 

５．確認の求めに対する回答の内容 

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２４条第１項の定めにより、原則として、賃金は、

通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 

このうち、「直接労働者に」という点について、第三者が賃金の支払を受託してその支払に 

関与した場合であっても、賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払義務が消滅しない

場合には、これに抵触しない。 

なお、使用者が支払受託者に賃金の支払を委託すれば労働基準法第２４条第１項の義務が免

責されるという性質のものではなく、所定支払期日に賃金の全額が現実に支払われなかった場

合については、使用者が同条の違反に問われることとなるため、使用者は支払受託者における

賃金の支払状況を確認するなど所要の措置を講ずる必要があること、及び支払受託者から労働

者への支払に際しては、当該支払が賃金の支払であること（複数の使用者からの賃金が存する

場合には、その内訳を含む。）が明らかとなるような表示ないし通知をすることが望ましい。 

この点、照会者のサービスは、賃金が労働者の手に渡るまでの間、使用者の賃金支払義務が 

消滅しないものであり、労働者及び照会者が、労働者の既往の労働に対応する賃金の額を管理、 

把握しており、他方、使用者は、この額及び照会者による支払状況を把握できるようになって 

いることから、かかるサービスは、労働基準法第２４条第１項に違反するものではない。 

 

 

 

 

 


